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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

・ 「現金を宅配便で送って」はすべて詐欺！ 

・ このような電話があったら，慌てず， 

              すぐに １１０番通報を！  

 『１億円』を超える高額の 

特殊詐欺被害が発生！！ 

 呉市内の女性(80歳代)方に生活センターを名乗る男から， 

    「あなたの個人情報が漏れている。２社は削除できたが，１社は 

   削除できなかった。」 

との電話があった。 

 次に，企業の社員を名乗る男から，   

    「あなたは，東北大震災の被災者の支援者として登録がある。 

   登録番号は○○です。他人に教えてはいけない。」 

との電話があった。 

 次に，被災者支援活動をしている者を名乗る男から， 

    「被災者にベッドを送る支援をしたいので，あなたの登録番号を 

   譲って。」 

と言われたため，番号を教えたところ，再度企業の社員を名乗

る男たちから電話があり， 

    「あなたが登録番号を教えたことは違法行為だ。お金を送れば 

   逮捕されることはない。」 

などと言われ，平成27年12月から翌年２月の間，７回にわたっ

てコンビニエンスストアから指定された場所へ宅配便で現金を

送ったもの。  
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